
パソコン・スマートフォンなどで
市民税・県民税の

税額試算＆申告書作成

〒〒

(問合せ先）　一宮市　財務部市民税課
0586-28-8963（直通)

《税額試算サイトについて》
・一宮市が適正に審査した委託業者の下運営されています｡
・当サイト内で入力された個人情報は収集・保存されません｡
・所得税の確定申告はできません。

《市・県民税申告書を提出する場合の注意事項》
・作成した申告書はプリンタで印刷して、市民税課へ郵送等で
提出してください。電子メール等による提出はできません｡

《申告書印刷後》
・申告書に、氏名等を記入してください。
・市より市民税・県民税申告書が届いた方は、申告書の右上の
「整理番号」を転記してください。

《添付書類》　　
申告の手引きを参考に、本人確認書類や所得等のわかる書類を
添付してご提出ください。

市・県民税額
がわかる！

ふるさと納税の
上限額が
わかる！

源泉徴収票から
そのまま
入力できる！

申告会場に
行かなくても
作成できる！

郵送で
OK！

（　　　　　　　　　）

令和８年度市民税・県民税申告の手引き 一宮市
　この申告書は、あなたの市民税・県民税額を正しく算出する基礎となるものです。また、所得課税
（非課税）証明書などの発行にあたっての資料にもなりますので、必ず期限までに提出してください。

申告書の提出期限 令和８年３月１６日(月) 問い合わせ先・
申告書提出先

〒４９１－８５０１
一宮市本町２丁目５番６号
一宮市財務部市民税課　個人市民税グループ
TEL　０５８６－２８－８９６３

◎以下の表を参考に、ご自身が市民税・県民税の申告を行う必要があるかご確認ください。
◎郵送での申告書提出に、ご協力をお願いします。

市県民税の申告が必要なかた ※一般的な事例です。全てのケースを網羅しているわけではありません。

スタート
令和８年１月１日現在、一宮市に居住していましたか？

いいえ 一宮市への申告は不要です。
令和８年１月１日に居住していた市町村へ
お問い合わせください。

市県民税の申告は不要です。
(＊収入がないかたで、福祉関連サービスや国
民健康保険、年金、公営住宅の手続き、証明発
行に必要な場合は申告をお願いします｡）

★前年中にどのような収入がありましたか？

はい

いいえ

収入なし

いいえ

はい

主に公的年金収入

給与と公的年金以外の収入がある。

扶養控除や医療費控除、寄附金控除
など、控除の追加がある。

※提出する前に、確認をお願いします。 ※申告に必要なもの
□　氏名の記入

□　必要な書類の添付

□　郵送するときは、
　　　封筒に郵便切手を貼ってください。

・市民税・県民税申告書
・所得の資料
　（収入・所得のわかるもの） 
・収支内訳書
　　事業所得、農業所得、
　　または不動産所得のあるかた

・所得控除の各種証明書原本
・マイナンバーがわかる書類の写し
・本人確認書類の写し
　（運転免許証等）

いいえ

いいえ はい

はい

はい

はい

公的年金のみの収入で、65歳未満は102万円以下
または、65歳以上は152万円以下。

①年末調整されていない給与収入金額と
　給与以外の所得との合計が20万円を超える。 
②公的年金以外の所得が20万円を超える。
③公的年金収入が400万円を超える。

各種の所得の合計額が、所得税の所得
控除額より多い、かつ所得税の計算の
結果納付になる。

右の
いずれかに
該当する。

主に給与収入

いいえ

給与・公的年金収入以外

市県民税の申告が必要です。
(所得税の還付をうけるには、確定申
告が必要です｡）

所得税の確定申告が
必要です。
詳しくは所管の税務署にお
尋ねください。

申告書の書き方については裏面をご覧ください｡

今すぐ税額試算サイトにアクセス!!

ページID検索に
「1027117」と入力して
検索！ または

https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/zaimu/shiminzei/1043975/1000138/
1027117.html

※画面イメージは、実際とは異なる場合があります｡

市ウェブサイト
市民税課ページから

税額試算専用サイトへ

天

地azc021
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氏名・電話番号・個人番号を記入してください｡

申　告　書　の　書　き　方

収入が何も無かった方
は「合計」に０を記入
してください。

給与・公的年金等に係る所得以外の
所得がある方は納税方法を選択して
ください。

３・４　所得から差し引かれる金額（控除額）計算方法 １　収入金額等　・　２　所得金額
⑬社会保険料控除　国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料などの社会保険料で
あなたが支払った、または給与・年金から差し引かれた金額を記入してください。   　　　　※証明書が必要です｡
⑮生命保険料控除　各生命保険料支払額を記入してください。また、下の計算表に基づき控除額を算出し、｢４　所
得から差し引かれる金額」の⑮に記入してください。 ※証明書が必要です｡

⑯地震保険料控除　地震保険料、もしくは旧長期損害保険料の支払額を記入してください。また、下の計算表に基
づき控除額を算出し､「４　所得から差し引かれる金額」の⑯に記入してください。　 ※証明書が必要です｡

※証明書が必要です｡

※障害者手帳等の提示が必要です。

次の⑴～⑶による各控除額の合計額（ 限度額 70,000 円 ）
⑴新契約（H24.1.1以後に締結した保険契約等）
新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料に適用

⑴地震保険料

⑶新契約と旧契約の双方に加入している場合
次のいずれかを選択して控除額を計算

支払保険料等（円)

～　12,000

12,001　～　32,000

32,001　～　56,000

56,001　～

支払保険料等（円)

～　50,000

50,001　～

地震保険料控除額

支払保険料等の全額

支払保険料等 × 1/2 ＋ 6,000 円

支払保険料等 × 1/4 ＋ 14,000 円

一律 28,000 円

支払保険料等（円)

～　15,000

15,001　～　40,000

40,001　～　70,000

70,001　～

⑵旧契約（H23.12.31以前に締結した保険契約等）
旧生命保険料と旧個人年金保険料に適用

適用する生命保険料控除額 生 命 保 険 料 控 除 額

新契約のみ生命保険料控除を適用

旧契約のみ生命保険料控除を適用

新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を
適用

⑴に基づき算定した控除額

⑵に基づき算定した控除額

⑴に基づき算定した新契約の控除額と⑵に基づき算定した旧契約の
控除額の合計額（ 最高 28,000 円 ）

支払保険料 × 1/2

一律 25,000 円

⑵旧長期損害保険料
支払保険料等（円) 地 震 保 険 料 控 除 額

支払保険料の全額

支払保険料 × 1/2 ＋ 2,500 円

一律 10,000 円

           　～　  5,000

  5,001　～　15,000

15,001　～  

地震保険料と旧長期損害保険料の両方の場合※　地震保険料 ＋ 旧長期損害保険料     （最高限度額 25,000 円）
※同一契約で地震保険料と旧長期損害保険料の記載がある証明書の場合は、どちらか一方を選択して控除を計算しま
す。

⑲勤労学生控除　あなたが自己の勤労に基づく給与所得等がある勤労学生で、合計所得が85万円以下の場合です。
ただし自己の勤労によらない所得が10万円を超える場合は受けられません。

⑰寡婦控除　合計所得金額が500万円以下かつひとり親に該当せず、以下１～３のいずれかに該当するかた。
　１　扶養親族があり、夫と離婚した後婚姻していない。
　２　夫と死別したあと婚姻していない。
　３　夫の生死が明らかでない。

⑱ひとり親控除　生計を一にする子（前年の総所得金額が58万円以下）を有する単身者で、合計所得金額が
500万円以下のかた。 ※あなたが該当する欄にレ点を記入してください。

⑰寡婦控除 26万円

⑱ひとり親控除 30万円

⑲勤労学生控除

⑳障害者控除

(16歳未満の扶養親族及び　
　同一生計配偶者も適用可能)

特別障害者 30万円

その他の障害者 26万円

同居の特別障害者 53万円

26万円

⑳障害者控除　あなたやあなたの同一生計配偶者および扶養親族で心身に障害のある人を記入してください。

㉑配偶者控除　あなたの合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、生計を一にする配偶者の合計所得金額
が58万円以下である場合に、この控除が受けられます。 ※右記参照

㉓扶養控除・16歳未満の扶養親族（控除対象外)　生計を一にする扶養親族を有するかたで、
その扶養親族の合計所得金額が58万円以下である場合に、この控除が受けられます。

☆配偶者控除・配偶者特別控除の一覧表

㉒配偶者特別控除　あなたの合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、あなたの配偶者の合計所得金額
が58万円超133万円以下である場合に、この控除が受けられます。 ※右記参照

☆同一生計配偶者とは、あなたと生計を一にする配偶者で合計所得金額が58万円以下である人をいいます。
該当する場合はレ点を記入してください｡（㉑に該当する場合は除きます）

身体障害者手帳　１級・２級
精神障害者保健福祉手帳　１級
療育手帳　Ａ　など
身体障害者手帳　３～６級
精神障害者保健福祉手帳　２級・３級
療育手帳　Ｂ・Ｃ　など

㉓扶養控除

※16歳未満（ H22.1.2 生
まれ ～ ）の扶養親族は控
除対象外

70歳以上の人
（ ～ S31.1.1 生まれ ）

23歳～69歳の人（ S31.1.2 生まれ ～ H15.1.1 生まれ ）

同居の直系尊属

納 税 者 本 人 の 所 得 金 額

配偶
者
控除

70歳未満（ S31.1.2生まれ ～ ) 33万円

～ 900万円

その他の人

19歳～22歳の人（ H15.1.2 生まれ ～ H19.1.1 生まれ ）

16歳～18歳の人（ H19.1.2 生まれ ～ H22.1.1 生まれ ）

33万円

45万円

38万円

45万円

33万円

0円
16歳未満の人（ H22.1.2 生まれ ～ ）
※控除対象となりませんが、市民税・県民税の非課税限度額
の算定等に使用します。

☆給与所得の計算方法 （Ａは収入金額÷4（千円未満端数切捨）で算出した額)

38万円

33万円

31万円

26万円

21万円

16万円

11万円

6万円

3万円

22万円

26万円

22万円

21万円

18万円

14万円

11万円

8万円

4万円

2万円

11万円

13万円

11万円

11万円

9万円

7万円

6万円

4万円

2万円

1万円

900万円超 ～
950万円

950万円超 ～
1,000万円

70歳以上（ ～ S31.1.1生まれ )

所  得  金  額 控    除    額

58万円 超 ～ 100万円 以下

100万円 超 ～ 105万円 以下

105万円 超 ～ 110万円 以下

110万円 超 ～ 115万円 以下

115万円 超 ～ 120万円 以下

120万円 超 ～ 125万円 以下

125万円 超 ～ 130万円 以下

130万円 超 ～ 133万円 以下

配
　偶
　者
　特
　別
　控
　除
　額

㉕基礎控除　どなたにでもつく控除です。43万円を記入してください。※合計所得金額が
2,400万円を超えるかたは基礎控除額が変わりますので下の表に基づいて計算して記入してください。

㉔特定親族特別控除　あなたと生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族（配偶者および青色申告専従者を除く）で、合
計所得金額が58万円超123万円以下、かつ、控除対象扶養親族に該当しない方がいる場合に、この控除が受けられます。※下記参照

㉗雑損控除　資産について災害、盗難、横領による損失が生じた場合に、その損失額を所得額
から控除するものです。控除額の計算についての詳細は下をご覧ください。　
次のうち、いずれか多いほうの金額。
　Ａ　損害金額 － 保険等で補填される金額 － 総所得金額等の合計額 × 10%
　Ｂ　災害関連支出の金額 － ５万円

☆基礎控除の額
合　計　所　得　金　額 控 除 額 合　計　所　得　金　額

2,450万円 超 ～  2,500万円～  2,400万円 43万円
控 除 額

2,500万円 超 ～29万円

15万円

0円2,400万円 超 ～  2,450万円

㉘医療費控除　あなたが、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費また
は特定一般用医薬品等購入費を支払った場合は、通常の医療費控除またはセルフメディケーション
税制のいずれかを選択できます。
※⑴⑵のいずれかを選択

※証明書が必要です｡

※明細書の作成が必要です。領収書では受付できません｡
⑴通常の医療費控除
支 払 っ た
医療費の額 －

⑵セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）
支払った特定一般用
医薬品等購入費の額

保 険 金 等 で
補填される金額

保 険 金 等 で
補填される金額

12,000 円 控 除 額
（ 最高 88,000 円 ）

10万円か、総所得金額等の５%
とのいずれか少ない金額

控 除 額
（ 最高 200万円 ）－ ＝

＝－－

収入金額　ア　／　所得金額　①

収入金額　イ　／　所得金額　②

収入金額　ウ　／　所得金額　③

収入金額　エ　／　所得金額　④

収入金額　オ　／　所得金額　⑤

収入金額 ＝ 所得金額

収入金額 － 必要経費 ＝ 所得金額　
　※申告書裏面「７　事業・不動産所得に関する事項」にも記入してください。

収入金額 － 株式などの元本取得のため要した負債の利子 ＝ 所得金額

カ
収入金額 － 給与所得控除額 ＝ 所得金額　⑥

給与

キ
公的年金等の収入金額 － 公的年金等控除額 ＝ 公的年金等の雑所得　⑦

俸給、給与、賃金、賞与などの所得
（下の表をご覧ください）

営業等
農業
不動産
利子
配当

給 与 の 収 入 金 額（ 円 ） 給  与  所  得 給 与 の 収 入 金 額（ 円 ） 給  与  所  得 

1,900,000 ～ 3,599,999

651,000 ～ 1,899,999

0 ～ 650,999

収入金額 － 65万円

Ａ × 2.8 － 8万円

0円

8,500,000 ～ 

6,600,000 ～ 8,499,999

3,600,000 ～ 6,599,999

収入金額 － 195万円

収入金額 × 0.9 － 110万円

Ａ × 3.2 － 44万円

☆公的年金の計算方法 公 的 年 金 に 係 る 雑 所 得 以 外 の 所 得 金 額

65歳未満(S36.1.2生まれ～)の方～130万円

65歳以上(～S36.1.1生まれ)の方～330万円

～ 410万円

～ 770万円

～ 1,000万円

1,000万円 超 ～ 

～ 1,000万円

雑　｢公的年金等」…厚生年金、国民年金、恩
給などの所得

総合譲渡　土地建物等以外の資産を譲渡した所得
(コ）短期・取得してから５年以内に譲渡した資産
(サ）長期・取得してから５年を超えて譲渡した資産

ク
収入金額 － 必要経費 ＝ 業務の雑所得　⑧

コ
収入金額 － 資産の取得価額などの経費 － 特別控除
＝ 所得金額　⑪
サ
( 収入金額 － 資産の取得価額などの経費 － 特別控除 ）× 1/2
＝所得金額　⑪

シ
( 収入金額 － 必要経費 － 特別控除 ）× 1/2
＝所得金額　⑪

｢業務」…副業に係る収入のうち、営利を目的とした継
続的なもの（原稿料、印税、講演料、貸金利子等の所得）

ケ
収入金額 － 必要経費 ＝ その他の雑所得　⑨

計 ⑦ ＋ ⑧ ＋ ⑨ ＝ 所得金額 ⑩

※総合譲渡・一時の特別控除はそれぞれ最大50万円

｢その他」…上記２項目に当てはまらないもの（郵便
貯金、生命保険年金の所得など）

収入金額 × 0.75 － 175,000 円

収入金額 × 0.85 － 585,000 円

収入金額 × 0.95 － 1,355,000 円

収入金額 － 1,855,000 円

収入金額 × 0.75 － 75,000 円

収入金額 × 0.85 － 485,000 円

収入金額 × 0.95 － 1,255,000 円

収入金額 － 1,755,000 円

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額

～ 2,000万円 2,000万円 超 ～

収入金額 － 100万円 収入金額 － 90万円収入金額 － 110万円

収入金額 × 0.75 － 275,000 円

収入金額 × 0.85 － 685,000 円

収入金額 × 0.95 － 1,455,000 円

収入金額 － 1,955,000 円

非課税収入のかたへ

遺族年金・障害年金・失業保険等は非課税収入となります。
裏面「16　非課税に関する事項」に記入をお願いします。

一時　賞金、懸賞当選金品、競馬・競輪の払戻金などの一時的
な所得

控　　除　　額

支払保険料等の全額

支払保険料等 × 1/2 ＋ 7,500 円

支払保険料等 × 1/4 ＋ 17,500 円

一律 35,000 円

控　　除　　額

収入金額 － 50万円 収入金額 － 40万円収入金額 － 60万円

親族等の合計所得金額
納税義務者の特定親族特別控除額

市  県  民  税

45万円

41万円

31万円

21万円

58万円 超 ～ 95万円 以下

95万円 超 ～ 100万円 以下

100万円 超 ～ 105万円 以下

105万円 超 ～ 110万円 以下

親族等の合計所得金額
納税義務者の特定親族特別控除額

市  県  民  税

11万円

6万円

3万円

110万円 超 ～ 115万円 以下

115万円 超 ～ 120万円 以下

120万円 超 ～ 123万円 以下
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